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津市児童発達支援セン
ターについて　　　　

問　平成27年4月に開所予定の

津市児童発達支援センターにつ

いて、現在改修が進められてい

るが、特に注意を払った点は。

　稼働中の津市療育センターか

らの移転に当たり、職員配置や

療育スペースに課題はないのか。

　また、施設内における児童へ

の安全対策や備品等の保管スペ

ースの確保、施設周辺に出没す

る猿等への対応策は。

答　改修に当たっては、児童の

安全を確保するため内廊下とし、

全館冷暖房を完備するとともに

指導訓練室・遊戯室等には床暖

房を備え、保護者が訓練等の様

子を見られるようマジックミラ

ーを設置するなど児童や保護者

が気持ち良く利用できるように

配慮した改修を進めている。

　また、職員については、保育

士や言語聴覚士、作業療法士等

30名を国の基準に従って配置す

る予定であり、施設面について

も、これまでの保育・訓練スペ

ースと同程度の面積を確保して

おり、これまでどおり安心して

利用いただけると考えている。

　さらに、施設内においては簡

易な間仕切りや扉を設置するな

ど安全面に配慮するとともに、

猿等については児童に万一のこ

とがないよう知恵を絞っていく。

　  ●その他の質疑・質問●

○津市文化振興計画について、

改訂の要旨に沿った計画の実行

を

○特別支援教育の教育について、

研修を受けた推進教員を中心に

した支援教育の情報共有、情報

交換をさらに進める支援を

○児童虐待と児童養護施設等に

ついて、児童の生活の場を確保

し、感情、会話、自己表現がで

きる人格の形成を

▲津市児童発達支援センターに 

　改修予定の旧櫛形幼稚園舎

平成26年第3回定例会では、次の議案等が審議さ

れ、議決されました。

概　　　　　要議　案　名議案番号

津市共同浴場「さくらゆ」の指定管理者制度を見直し、市直営と
することに伴う所要の改正

議 案 第 7 8 号
津市放課後児童健全育成事業の設備及び運
営の基準に関する条例の制定について

津市共同浴場の設置及び管理に関する条例
の一部の改正について

児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準について必要な事項を定める条例の制定

可決された議案

【全会一致（出席全議員が賛成）で承認・可決・認定・異議なしとされた議案等】

承 認 第 4 号
平成26年度津市一般会計補正予算（第2号）
農業用施設災害復旧事業及び道路橋りょう災害復旧事業の増による
1,645万円の増額補正

専決処分の承認について

議 案 第 8 5 号

損害賠償請求事件の判決に伴う控訴の提起承 認 第 3 号 専決処分の承認について

議 案 第 8 1 号
津市支所及び出張所設置条例の一部の改正
について

津市久居総合支所の位置の変更に伴う所要の改正

議 案 第 8 4 号
津市保健センターの設置及び管理に関する
条例の一部の改正について

津市久居保健センターの位置の変更に伴う所要の改正

議 案 第 8 2 号
津市社会福祉事務所設置条例及び津市福祉
医療費等の助成に関する条例の一部の改正
について

引用する法律の題名の改正に伴う所要の改正

引用する法律の題名の改正に伴う所要の改正議 案 第 8 3 号 津市介護保険条例の一部の改正について

津市児童発達支援センターの設置及び管理
に関する条例の制定について

肢体不自由児通所支援施設である津市療育センターの機能を拡充し、
新たに障害児サービス（児童福祉法で定める障害児通所支援）等を
行う施設として津市児童発達支援センターを設置することに伴い、
位置、事業内容、利用者負担額等、必要な事項を定める条例の制定

議 案 第 7 9 号

にし
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